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こんな西条市を目指します
○自己実現の尊重　
　�一人一人のさまざまな生き方が否定されるこ
となく、その個性や能力を十分に発揮される
機会の保障が重要。自己実現を尊重していく
ために、相手の立場に立って考え、行動する
ことが求められます。全ての人が自分らしい
生き方のできる地域社会の実現を目指します。
○共生社会の実現　
　�全ての人がそれぞれの多様な文化や価値観を
尊重し、それぞれの個性や生き方を認め、と
もに生きているという認識を持ち、他人を思
いやる心が大切。SDGsの取り組みに対応し、
全ての人が障がいの有無、性別や国籍の違い、
年齢、出身などに関係なく、安心して暮らす
ことができる地域社会の実現を目指します。
○共同参画の保障　
　�性別や年齢、出身などによって生きるための
可能性を否定されることなく、誰もが地域社
会の一員として、あらゆる分野への参画が保
障されることが重要。特に政策決定の場に当
事者が参加し、意見表明できる機会が保障さ
れることが求められています。全ての人が平
等に参加できる地域社会の実現を目指します。

　社会環境の急速な変化に伴い、人権問題は多様化・複雑化するだけでなく、情報社会の進展
で新たな人権課題が生じています。当市では、令和３年３月、「西条市人権文化のまちづくり
基本計画」を改定しました。人権に関する施策の総合的かつ効果的な取り組みを推進し、人権
意識の高揚を図るため、今月は基本計画の概要を紹介します。

人権が大切にされる
西条市のために

こんな取り組みを推進します
○�あらゆる場を通じた人権教育および啓発
　（学校、地域・家庭、職場・企業など）
○特定の職業に従事する者に対する人権教育
　（公務員、教職員、保健・医療福祉関係者）
○全庁的な取組と関係機関との連携
○重要課題への対応
　�（部落問題、女性、子ども、高齢者、障がい者、
外国人、性的指向・性自認など）

　�市民や事業者の皆さんが人権文化のまちづく
りの担い手であることを認識し、人権意識の
高揚に努めることが重要です。

西条市人権文化のまちづくり基本計画

　市ホームページでは
基本計画のダイジェス
ト版などを掲載してい
ます。ぜひ一読いただ
き、人権について考え
てみません
か。
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